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納付後、 領収印が押された領収書を添付してください。

ご注意！領収証書は後日の紛争を避けるため、
5ヵ年間は保存してください。（申告の際も必要です。）
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7. 保険料の減免
災害、 その他特別の事情で保険料の納付がどうしても困難な場合は、 申請により保険料の減免を受けられることがあリます。

8. 特別徴収
老齢、 退職、 障害、 遺族年金を年間18万円以上受給されていて介護保険料との合算が特別徴収対象年金額の1/2以下の人

は、 後期高齢者医療保険料を年金からの天引きにより納めることになります。 4月、 6月8月の仮徴収額と10月以降の特別徴収

で年間保険料になるよう調整します。なお、 翌年度仮徴収額は、 本年度 2 月の特別徴収額と原則、 同額になリます。

9普通徴収
特別徴収以外の方は普通徴収になリます。 D座振替での納付を希望される場合は、 申講が必要です。

10. 審査講求及び行政訴訟
1 この決定について不報があるときは、 この逸知書を受け取った日の翌日から起岱して3ヶ月以内に書面で沖縄県後期高齢者

医療審査会に対し審査頴求をすることができます。なお、 審査請求をした場合には、 沖縄凛後期高齢者医療審査会に申し立て

れば、 0頭によ（）意見を述べることができます。
2 また、 処分の取り消しの訴えは 、 前記の審査講求に対する裁決磁を受け取った日の翌日から起算して6ヶ月以内に沖縄県後

期高齢者医療広域連合を被告として（訴訟において沖縄県後期高齢者医療広域連合を代表する者は沖縄県後期高齢者医療広域

連合長となリます。 ）、 提起することができます。 なお、 処分の取り消しの訴えは、 前記の審査請求に対する裁決を経た後（次

の①から③までのいずれかに該当するときを除く）でなければ提起することができないこととされています。

①審査頴求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき。

②処分、 処分の執行又は手続きの続行によリ生ずる著しい損害を避けるための緊急の必要があるとき。

③その他栽決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
ただし、 原則として、 裁決の巳から1年を経過すると訴えを提起できません。

〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県後期高齢者医療審査会(3階 国民健康保険課内）
TEL 098-866-2304 
FAX 098-866-2326 
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便利で安心
“

口座振替
”

お忙しい方、 留守がちな方には口座振替が一番！！ 一度手続きをすると 、 その後は自動的に

引落しされますので安心・確実です。
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手続万法

1 この通知苔のD座振替申込店の赤枠部分を記入してください。（口座振替申込書は 7Pに備えてあります）

2 この納付通知書と預金通帳通帳届出印鑑を持って、 口座のある金融機関にお申し込みください。

注意事項
1 手続きに1ヶ月程かかリますので、 申込み月の翌々月からの引落しとなリます。

2 この申込害は、 ゆうちょ銀行・郵便局では使用できません。 ゅうちょ銀行 ・ 郵便局窓口備え付けの専用申込苔

をご利用ください。
3 振替は名期別の納期限日に引落しされます。
4 全期前納（一括払い）は年間1回(7月振替時）のみとなります。 6月以降に全期前納でのD座登録をされた場

合 は、 その年度は期別ごとの振替となリ、 翌年度から全期前納（一括払い）となリます。

（
 あ問い合わせは…那覇市役所 国民健康保険課TEL(098)917-0410 (直通）

FAX(098)862-4265 

1. 賦課根拠
高齢者の医療の確保に関する法律及び沖縄県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定によリ賦課されたものです。

2. 保険料口出方法
1人あたりの保険料＝均等割額＋所得割額 (80万円を限度とする）

均等割額= 56.400円
所得割額＝賦課のもととなる所得金額(※1) X所得割率(11.6/100)
※1 賦課のもととなる所得＝前年の所得 ー 43万円

3月割賦課
賦課期B後に納付義務の発生消滅があるときは月割りにて算定します。

4. 所得の低い方の軽減措置（今年度の軽減基準となります。 各年度の詳細基準については市町村までお問合せください。 ）
世帯(=世帯主及び被保険者）の所得状況に応じて次のように保険料の均等割額が軽減されます。

所得の申告がない場合は軽減の対象とはなリませんので必ず申告してください。

• 均等割？割軽減基準額
総所得金額が、 基礎控除額(43万円ll'2)を超えない世帯

．均等割 5割軽減墓準額
総所得金額が 、 基礎控除額(43万円咲2)+ 30.5万円X (被保険者数）を超えない世帯

．均等割 2割軽減基準額
総所得金額が、 基磋控除額(43万円·'2)+ 56万円X (被保険者数）を超えない世帯

※2 給与所得者等が2人以上いる世帯については、 基準控除額(43万円）に、 下記の金額が加算されます。
（給与所得者等の数ー1 )X 10万円

5. 被用者保険の被扶蓑者だった方の軽減措置
これまで自分で保険料を納めていない職場の健康保険などの被扶養者だった方も、 保険料を納めることになりますが、 後期高齢者医

療保険制度に加入した日の属する月から2年を経過する月まで保険料の軽減措醤があリます。
6. 賦課期日 毎年4月1日

1. 納期限までに納められなかった場合
納期限までに納付しなかった場合には ． 督促及び滞納処分が行われるほか法律の定めるところによリ納期限の翌日から納付の日ま

での日数に応じ、 保険料額に対して名年の延滞金特例基準割合に年7.3%を加箕した割合（上限は年146%)を乗じて計臼した金額
に相当する延滞金が加笠されます。（納期限の翌日から 3 ヶ月を経過するBまでの期間については、 延滞金特例基準割合に年1%を
加算した割合（上限は年7.3%)で計算）
2. 徴収根拠

期別保険料額は、 沖縄県後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療の被保険者資格を有する者に対して決定した保険料額について、

高齢者の医原の確保に関する法律並びに同法施行令、 施行規則の規定によリ徴収するものです。

3. 納付方法
年額18万円以上の年金を受給されている方は、 原則として年金からの特別徴収（天引き）の対象となります。 ただし． 介護保険料と

後期高齢者医朕保険料の合計額が特別徴収対象年金受給額の 2分の1 を超える方や 、 那覇市での介護保険料が特別徴収されていない
場合などは特別徴収されません。このような場合、 後期高齢者医療保険料は直接納めていただく普通徴収になリます。

4. 被用者保険の被扶喪者だった方の軽減措四
これまで自分で保険料を納めていない職場の健康保険などの被扶費者だった方も 、 保険料を納めることになりますが、 後期高齢者医

療保険制度に加入した日の属する月から2年を経過する月まで、 保険料の軽減措四があリます。

5. 保険料の納付義務者
後期高齢者医朕保険料は被保険者と世帯主、 配偶者も連帯して納付する義務を負います。（高齢者の医療の確保に関する法律108条）

6. 審査講求及び行政訴訟
(1) この決定について不服があるときは 、 この通知国を受け取った日の翌日から起ロして3ヶ月以内に基面で沖縄県後期高齢者医療

審査会に対し審査請求をすることができます。なお、 審査閑求をした場合には 、 沖縄喋後期裔齢者医療審査会に申し立てれば、

0頭により怠見を述べることができます。

(2) また、 処分の取リ消しの訴えは 、 前記の審査頴求に対する裁決磁を受け取った日の翌日から起口して6ヶ月以内に那覇市を被告
として（代表者は那覇市長となります。 ）、 提起することができます。 なお、 処分の取リ消しの訴えは 、 前記の審査請求に対する
裁決を経た後（次の①から③までのいずれかに該当するときを除く）でなければ提起することができないこととされています。

①審査講求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき。

②処分 、 処分の執行又は手続きの続行により生ずる吾しい損害を避けるための緊急の必要があるとき。

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
ただし、 原則として、 裁決の日から1年を経過すると訴えを提起できません。

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県後期高齢者医療審査会(3階 国民健康保険課内）
TEL 098-866-2304 
FAX 098-866-2326 

< 

< 

.... 

,c 

'<. 

｀ 

｀ 

'-

ヽ

Administrator
テキストボックス
1Ｐ裏

Administrator
テキストボックス
3Ｐ裏

Administrator
テキストボックス
4Ｐ裏

Administrator
テキストボックス
2Ｐ裏

Administrator
テキストボックス
ミシン目

Administrator
テキストボックス
1_後期高齢者医療保険料額決定通知書（KU01）裏

Administrator
テキストボックス
文言修正予定

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
線



Administrator
線

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
ミシン目

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
5Ｐ裏

Administrator
テキストボックス
7Ｐ裏

Administrator
テキストボックス
6Ｐ裏

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
第1期分裏

Administrator
テキストボックス
沖縄県労働金庫削除

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
文言修正予定あり

Administrator
線



Administrator
線

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
ミシン目

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
第2期分裏

Administrator
テキストボックス
第4期分裏

Administrator
テキストボックス
第3期分裏

Administrator
テキストボックス
第5期分裏

Administrator
テキストボックス
沖縄県労働金庫削除

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
文言修正予定あり

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
沖縄県労働金庫削除

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
文言修正予定あり

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
沖縄県労働金庫削除

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
文言修正予定あり

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
沖縄県労働金庫削除

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
文言修正予定あり

Administrator
線



Administrator
線

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
ミシン目

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
第6期分裏

Administrator
テキストボックス
第7期分裏

Administrator
テキストボックス
第8期分裏

Administrator
テキストボックス
第9期分裏

Administrator
テキストボックス
沖縄県労働金庫削除

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
文言修正予定あり

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
沖縄県労働金庫削除

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
文言修正予定あり

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
沖縄県労働金庫削除

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
文言修正予定あり

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
沖縄県労働金庫削除

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
文言修正予定あり

Administrator
線



Administrator
線

Administrator
テキストボックス
ミシン目

Administrator
線

Administrator
テキストボックス
2_後期高齢者医療保険料額決定通知書（KU02）表



後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

領
収
証
書

貼
付
台
紙
①

のりし ろ のりし ろ のりし ろ のりし ろ のりし ろ

納 付 料 額 納付料
―

額 納付 料 額 納 付料額 納付 料
―

額

円 円 円 円

r
· 

r 

，， 

I" 

r

r̀
 

r̀

 

rヽ

ri

納付後、 領収印が押された領収書を添付してください。
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7. 保険料の減免
災害、 その他特別の事情で保険料の納付がどうしても困難な場合は、 申請によリ保険料の減免を受けられることがあリます。

8. 特別徴収
老齢退職、 障害、 遺族年金を年間18万円以上受給されていて、 介護保険料との合算が特別徴収対象年金額の 1/2以下の人

は、 後期高齢者医療保険料を年金からの天引きにより納めることになリます。 4月6月、 8月の仮徴収額と10月以降の特別徴収
で年間保険料になるよう調整します。 なお、 翌年度仮徴収額は、 本年度 2 月の特別徴収額と原則、 同額になl）ます。

9普通徴収
特別徴収以外の方は普通徴収になります。 口座振替での納付を希望される場合は、 申請が必要です。

10. 審査請求及び行政訴訟
1 この決定について不固があるときは、 この通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に書面で沖縄県後期嵩齢者

医療審査会に対し審査請求をすることができます。 なお、 審査請求をした場合には、 沖縄県後期高齢者医療審査会に申し立て
れば、 0頭によリ意見を述べることができます。

2 また、 処分の取り消しの訴えは 、 前記の審査請求に対する裁決舌を受け取った日の翌日から起算して6ヶ月以内に沖縄県後
期高齢者医療広域連合を被告として（訴訟において沖縄県後期高齢者医療広域連合を代表する者は沖縄県後期高齢者医療広域
連合長となります。 ） 、 提起することができます。 なお 、 処分の取り消しの訴えは 、 前記の審査講求に対する裁決を経た後（次
の①から③までのいずれかに該当するときを除く）でなければ提起することができないこととされています。

①審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき。

②処分、 処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるための緊急の必要があるとき。

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

ただし 、 原則として裁決の日から1年を経過すると訴えを提起できません。

〒900-8570
沖縄県那覇市泉埼1丁目2番2号 沖縄県後期高齢者医療審査会(3階 国民健康保険課内）
TEL 098-866-2304 
FAX 098-866-2326 
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お忙しい方、 留守がちな方には口座振替が一番！！ 一 度手続きをすると 、 その後は自動的に
引落しされますので安心・確実です。

手続万法

1 この通知書の口座振替申込書の赤枠部分を記入してください。 （口座振替申込書は7Pに備えてあります）

2 この納付通知書と預金通帳、 通帳届出印鑑を持って、 口座のある金融機関にお申し込みください。

注意事項
1 手続きに1 ヶ月程かかリますので、 申込み月の翌々月からの引落しとなリます。

2 この申込書は、 ゆうちょ銀行 ・ 郵便局では使用できません。 ゅうちょ銀行 ・ 郵便局窓D備え付けの専用申込君
をご利用ください。

3 振替は名期別の納期限日に引落しされます。
4 全期前納（一括払い）は年間1回(7月振替時）のみとなリます。6月以降に全期前納での口座登録をされた場

合はその年度は期別ごとの振替となリ， 翌年度から全期前納（一括払い） となリます。

c

あ問い合わせは …那覇市役所 国民健康保険課TEL(098)917- 0410 (直通）
FAX(098)862- 4265 

1. 賦課根拠
高齢者の医療の確保に関する法律及び沖縄県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定により賦課されたものです。

2. 保険料算出方法
1人あたリの保険料＝均等割額＋所得割額 (80万円を限度とする）
均等割額= 56.400円
所得割額＝賦課のもととなる所得金額(※1) X所得割率(11.6/100)
※1 賦課のもととなる所得＝前年の所得 ー 43万円

3月割賦課
賦課期日後に納付義務の発生消滅があるときは月割リにて算定します。

4. 所得の低い方の軽減措堕（今年度の軽減塞準となリます。 各年度の詳細基準については市町村までお問合せください。）
世帯(=世帯主及び被保険者） の所得状況に応じて次のように保険料の均等割額が軽殺されます。
所得の申告がない場合は軽減の対象とはなリませんので必ず申告してください。

・均等割7割軽減基準額
総所得金額が、 基礎控除額(43万円,•2)を超えない世帯

．均等割 5割軽萩基準額
総所得金額が 、 基磋控除額(43万円来2)+ 30.5 万円 X (被保険者数）を超えない世帯

・ 均等割 2割畦滋基準額
総所得金額が、 基礎控除額(43万円"'2)+ 56万円X (被保険者数） を超えない世帯

※2 給与所得者等が2人以上いる世帯については、 基準控除額(43万円）に、 下記の金額が加算されます。

（給与所得者等の数ー 1 ) X 10万円
5被用者保険の被扶蓑者だった方の軽減措置

これまで自分で保険料を納めていない職場の健康保険などの被扶費者だった方も 、 保険料を納めることになリますが、 後期高齢者医
療保険制度に加入した日の属する月から2年を経過する月まで、 保険料の軽減措匹があります。

6. 賦課期日 毎年4月1日

1 . 納期限までに納められなかった場合
納期限までに納付しなかった場合には 、 悩促及び滞納処分が行われるほか法律の定めるところによリ納期限の翌日から納付の日ま

での日数に応じ、 保険料額に対して各年の延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合 （上限は年14.6%)を乗じて計臼した金額
に相当する延滞金が加岱されます。 （納期限の翌日か ら 3 ヶ月を経過する日までの期間については、 延滞金特例基準割合に年1%を
加岱した割合（上限は年7.3%)で計算）
2. 徴収根拠

期別保険料額は 、 沖縄県後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療の被保険者資格を有する者に対して決定した保険料額について、

高齢者の医摂の確保に関する法律並びに同法施行令 、 施行規則の規定によリ徴収するものです。

3. 納付方法
年額18万円以上の年金を受給されている方は、 原則として年金からの特別徴収（天引き）の対象となリます。 ただし， 介護保険料と

後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収対象年金受給額の 2分の 1 を超える方や 、 那覇市での介護保険料が特別徴収されていない
場合などは特別徴収されません。 このような場合、 後期高齢者医療保険料は直接納めていただく普通徴収になリます。
4. 被用者保険の被扶摂者だった方の軽減措笥

これまで自分で保険料を納めていない職場の健康保険などの被扶蓑者だった方も、 保険料を納めることになリますが後期高齢者医
療保険制度に加入した日の属する月から2年を経過する月まで、 保険料の軽漑措譴があリます。
5. 保険料の納付義務者

後期高齢者医療保険料は被保険者と世帯主 、 配偶者も連帯して納付する簑務を負います。（高齢者の医療の碓保に関する法律108条）
6. 審査請求及び行政訴訟

(1) この決定について不服があるときは 、 この通知書を受け取った日の翌日から起鍔して3ヶ月以内に雹面で沖縄県後期高齢者医療
審査会に対し審査頴求をすることができます。 なお 、 審査請求をした場合には、 沖縄県後期高齢者医療審査会に申し立てれば 、

0頭によリ意見を述べることができます。

(2) また、 処分の取り消しの訴えは、 前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起巴して6ヶ月以内に那覇市を被告
として（代表者は那覇市長となリます。 ）、 提起することができます。 なお、 処分の取り消しの訴えは， 前記の審査請求に対する
裁決を経た後（次の①から③までのいずれかに該当するときを除く）でなければ提起することができないこととされています。

①審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき。

②処分 、 処分の執行又は手続きの続行によリ生ずる著しい損害を避けるための緊急の必要があるとき。

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

ただし、 原則として、 裁決の日から1年を経過すると訴えを提起できません。

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県後期高齢者医療審査会(3階 国民健康保険課内）
TEL 098-866-2304 
FAX 098-866-2326 
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？ ． 保険料の減免
災害、 その他特別の事情で保険料の納付がどうしても困難な場合は、 申請により保険料の減免を受けられることがあリます。

8. 特別徴収

老齢退職 、 障害、 遺族年金を年間18万円以上受給されていて、 介護保険料との合算が特別徴収対象年金額の 1/2以下の人

は、 後期高齢者医療保険料を年金からの天引きにより納めることになります。4月6月、 8月の仮徴収額と10月以降の特別徴収

で年間保険料になるよう調整します。 なお、 翌年度仮徴収額は、 本年度2月の特別徴収額と原則、 同額になリます。

9普通徴収

特別徴収以外の方は普通徴収になります。口座振替での納付を希望される場合は、 申講が必要です。

10. 審査謂求及び行政訴訟

1 この決定について不服があるときは、 この通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に書面で沖縄県後期高齢者

医療審査会に対し審査講求をすることができます。なお 、 審査請求をした場合には、 沖縄県後期高齢者医療審査会に甲し立て

れば、 口頭によリ意見を述べることができます。

2 また、 処分の取リ消しの訴えは 、 前記の審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して6ヶ月以内に沖縄県後

期高齢者医療広域速合を被告として（訴訟において沖縄県後期高齢者医療広域連合を代表する者は沖縄県後期高齢者医療広域

連合長となリます。 ） ． 提起することができます。なお、 処分の取リ消しの訴えは、 前記の審査請求に対する裁決を経た後（次

の①から③までのいずれかに該当するときを除く）でなければ提起することができないこととされています。

①審査講求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき。

②処分、 処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるための緊急の必翌があるとき。

③その他栽決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

ただし、 原則として、 栽決の日から1年を経過すると訴えを提起できません。

〒900-8570

沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県後期高齢者医療審査会(3階 国民健康保険課内）

TEL 098-866-2304 

FAX 098-866-2326 
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7. D座振替
申し出により 、 特別徴収からD座振替に変更することができます。口座振替でのお支払いを希望される方は、 市町村窓0にてお手

続きください。

※ご注意いただきたいこと
(1) お手続きの際は、 預金通帳、 通帳印（又はキャッシュカード）ならびに被保険者証をご持参ください。
(2) D座振替に変更した場合． その社会保険料控除は、 口座振替によりお支払された方に適用されます。 これにより、 世帯全体

の所得税や住民税に影響する可能性がありますので、 十分にご留意ください。
(3) 過去の納付実績等を理由に納付方法の変更が認められない場合があ（）ます。

(4) 全期前納（一括払い）で振替をお申し込みされている方の場合、 第1 期の納期限に一括で振替します。 残高不足等で振替が出
来なかったときや、 年度途中に保険料額が増額したとき、 または、 第2 期以降から支払いが発生したときなどは、 その年度は
期別での振替となリます。

( 

（
 

r

r

r 

I
麟

各

r 1. 賦課根拠
高齢者の医療の確保に関する法律及び沖縄県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医摂に関する条例の規定によ（）賦課されたものです。

2保険料算出方法
1人あたリの保険料＝均等割額＋所得割額 (80万円を限度とする）

均等割額= 56.400円
所得割額＝賦課のもととなる所得金額(※1)X所得割率(11.6/100)
※1 賦課のもととなる所得＝前年の所得ー43万円

3月割賦課
賦課期日後に納付義務の発生消滅があるときは月割りにて算定します。

4 .  所得の低い方の軽減措置（今年度の軽減基準となります。 名年度の詳細基準については市町村までお問合せください。 ）
世帯（＝世帯主及び被保険者）の所得状況に応じて次のように保険料の均等割額が軽澤されます。

所得の申告がない場合は経漑の対象とはなリませんので必ず申告してください。
． 均等割？割軽減基準額

総所得金額が、 基礎控除額(43万円濱2)を超えない世帯
．均等割 5割軽減基準額

総所得金額が、 基礎控除額(43万円*2) + 30.5万円X(被保険者数）を超えない世帯
・均等割 2割軽減基準額

総所得金額が、 基歪控除額(43万円"'2)+ 56万円X (被保険者数）を超えない世帯
※2 給与所得者等が2人以上いる世帯については 、 基準控除額(43万円）に、 下記の金額が加算されます。

（給与所得者等の数ー1 )X 10万円
5被用者保険の被扶養者だった方の軽減措置

これまで自分で保険料を納めていない職場の健康保険などの被扶菱者だった方も、 保険料を納めることになリますが、 後期高齢者医
療保険制度に加入した日の属する月から2年を経過する月まで、 保険料の軽減措閏があります。

6 .  賦課期日 毎年4月1日

1. 納期限までに納められなかった場合
納期限までに納付しなかった場合には 、 醤促及び滞納処分が行われるほか法律の定めるところにより納期限の翌日から納付の日ま

での日数に応しべ保険料額に対して名年の延滞金特例基準割合に年7.3%を加臣した割合（上限は年14.6%)を乗じて計算した金額
に相当する延滞金が加算されます。（納期限の翌日から 3 ヶ月を経過する日までの期間については 、 延滞金特例基準割合に年1%を
加算した割合（上限は年7.3%)で計算）
2. 徴収根拠

期別保険料額は 、 沖縄喋後期高齢者医療広域逮合が後期高齢者医療の被保険者資格を有する者に対して決定した保険料額について、

高齢者の医療の確保に関する法律並びに同法施行令、 施行規則の規定により徴収するものです。
3. 納付方法

年額18万円以上の年金を受給されている方は原則として年金からの特別徴収（天引き）の対象となリます。ただし、 介護保険料と
後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収対象年金受給額の 2分の 1 を超える方や、 那覇市での介護保険料が特別徴収されていない
場合などは特別徴収されません。 このような場合、 後期高齢者医療保険料は直接納めていただく普通徴収になります。

4. 被用者保険の被扶養者だった方の軽減措置
これまで自分で保険料を納めていない職場の健康保険などの被扶養者だった方も、 保険料を納めることになリますが、 後期高齢者医

療保険制度に加入した日の属する月から2年を経過する月まで 、 保険料の軽減措置があります。
5. 保険料の納付義務者

後期高齢者医療保険料は被保険者と世帯主、 配偶者も連帯して納付する義務を負います。（高齢者の医療の確保に関する法律108条）
6. 審査講求及び行政訴訟

(1) この決定について不服があるときは、 この通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に書面で沖縄県後期高齢者医療
審査会に対し審査講求をすることができます。なお 、 審査講求をした場合には、 沖縄県後期高齢者医療審査会に申し立てれば、

0頭によ（）意見を述べることができます。

(2) また、 処分の取り消しの訴えは、 前記の審査講求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して6ヶ月以内に那覇市を被告
として（代表者は那覇市長となります。 ）、 提起することができます。なお 、 処分の取リ消しの訴えは 、 前記の審査讀求に対する
栽決を経た後（次の①から③までのいずれかに該当するときを除く）でなければ提起することができないこととされています。

①審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき。

®Pl!, 分、 処分の執行又は手続きの続行によリ生ずる著しい損害を避けるための緊急の必要があるとき。

叡の他戟決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
ただし、 原則として 、 裁決の日から1年を経追すると訴えを提起できません。

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県後期高齢者医摂審査会(3階 国民憶康保険課内）
TEL 098-866-2304 
FAX 098-866-2326 
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督促状

,＇‘-

（

後期高齢者医療保険料が納期限を過ぎても未納の状態となってい
るため、地方自治法第231 条の3により芭促します。
お早めに裏面の納付場所で納めてください。
使用期限を過ぎると、この納付轡は使用できません。

r
\

（．
 

（
 

※留意事項※

• 本円到茄以前に納付済みの場合は 、 行き違いですのでこ了承ください。

• 分納等納付相談されている方にも送付しておりますので、分納計画のとおり納めて

ください。

• 納付後、本市で確認がとれるまで1-3週間ほど要します。

• 領収証四は 、 支払いを証明するものですので大切に保管してください。

（
 納付の際には、 あらかじ枯:- :- -n心m り回 Iーア

c 沖縄県那覇市 01234-56789 

c 翡
収納機関
番号

I使用期限

納付済通知書

01780-0-961449 万戸云会計管理者 I金額

c
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円

』定年度 I は牒年度 I 料目

。82 20 

0802 
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1101010201017 
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〒900-8585那覇市泉崎1丁目1 番1号

那覇市役所国民健康保険課後期高齢グルー プ
TEL 098- 917-0410(直通） FAX 098-862- 4265 

ワ 山 -
--- - - . - - - .

者 領収日付印
上記のとあり通知します。

! 用

バ ーコー ドがないものや全額訂正したものはコンピニエンスストア等では納付できません．
l)

全
•J
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ま
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沖縄県那覇市

加入者名 那覇市会計管理者
口座番号 01780-0-961449 

lrliilYJI限
料額 円

督促手致料 円

延滞金 円

合計 円

納付者

蒻9番号
訊定年度 1 は只年度 1れ目 I 期月I)

I I 
令頁l又日付印

上記のとあり納付します。

納付書

（金ぢ概問／郵便局/CVS店語控）

領収証害
沖縄県那覇市

盆五玉□□
料 額

円

督手数促'1 円

円ll濯金

合 計

円

納付者

I
号

知a
番

一，
 

□;
収入印紙不要 •J 

（納付者控）
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督促手数料

那覇市後期高齢者医療に関する条例によリ督促状1通につき

督促手数料として100円を徴収します。

(i
 

延 滞 金
①納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応し＼延滞

金特例基準割合に年7.3%を加算した割合（上限は14.6%)

を乗じて計算した金額に相当する延滞金額が加算されます。

（納期限の翌日から3ヶ月を経過する日までの期間について

は、 延滞金特例基準割合に 1 %を加算した割合（上限は年

7.3%)で計算）

※延滞金特例基準割合とは、 国内銀行の新規の短期貸出約定

平均金利の当該年の前々年9月から前年8月までにおける平均

として財務大臣が告示する割合に、 1%を加算した割合です。

②計算の基礎となる保険料額に1,000円未満の端数があると

き、 または料額が2.000円未満であるときは切リ捨てます。

③延滞金額に100円末満の端数があるとき、 またはその金額

が1,000円未満であるときは切リ捨てます。

納付についてご注意

1 . この督促状の指定期限までに納付されないときは、 財

産差押え等の滞納処分を受けることがあリます。 （地方

自治法231条の3第3項）

2. この督促状に不服がある場合には、 この督促があった

ことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、 那覇

市長に対して書面をもって審査請求をすることができます。

3 上記2の審査請求に対する裁決に、 その裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、 那覇

市を被告として、 処分取消しの訴えを提起することがで

きます。

ただし、 ①審査請求のあった日から3ヶ月を経過しても

裁決が無い場合、 ②処分、 処分の執行又は手続の継続に

よリ著しい損害を受ける恐れがある場合等の正当な理由

があるときは 、 審査請求の裁決を経ないでも提起するこ

とができます。
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コンビニエンスス
トア等では那覇市

に代わり、 後期高
齢者医療保険料を
代理受領してい
ます。

以下の納付書はあ取扱いできま
せん。

．汚れなどによりバ ー コ ー ドの読み
取りができない納付橙

・記載されている金額ガ30万円を超
えている納付書

·使用期限を過ぎだ納付書
•金額が訂正された納付書

（
 

（
 

コンピニエンスス

トアでは、 現金で

の納付のみ取り扱
います。

（
 

瓢

り

あ問い合わせ先
沖縄県那覇市役所
国民健瞑保険課
(098)917-0410 

金融機関
・流球銀行 ・沖縄海邦銀行

・沖縄銀行 ・コザ信用金囮
・沖縄栞労働金囚
・沖縄県農業協同組合
• みずほ銀行 •鹿児島銀行
・沖縄祭内のゆうちょ銀行・郵便局

※納付期限を過ぎると、 この納付書では
納付できませんので、 下記あ問合せ先
までご連絡ください。

※沖縄県外の万については、 納期限内
にみずほ銀行または右記のスマ ー ト
フォンアプリやコンピニエンスストア
等にて納めてください。

あ問い合わせ先
沖縄県那覇市役所
国民健康保険課(098)917-0410

下記のスマ ートフォンアプリでも納付できます。 （領収●は発行されません）
LINE Pay / Pay Pay / au PAY / d払い ／りゅうぎんアプリ(PayB)

※納付後、 収納確認に2週間程度時間を要します。 納付後すくに証明書が必要な場合は、 金懃槻朗
やコンピニエンスストア等で納付をし領収書をご持参ください。

コンピニエンススト ア（全国の各店舗）
・ファミリーマー ト ·Dー ソン ・ロ ー ソンストア100 ・セプン ーイレプン ・デイリーヤマザキ
・ヤマザキデイリ ーストアー ・ニューヤマザキデイリ ーストア ・ミニストップ
・ヤマザキスペジャルバートナ ージョップ ・ポプラ •生活彩家 ・くらしハウス ・スリ ーエイト
・セイコーマー ト ・ハマナスクラプ ・タイエ ー ・ハセガワストア ・tvMK設墓店

あ問い合わせ先 沖縄県那覇市役所 国民健康保険課(098)917-0410
＂ 
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5.後期高齢者医療保険料端末用納付書 表

Administrator
テキストボックス
５_後期高齢者医療保険料端末用納付書　裏



コンビニエンスス
トア等では那覇市
に代わり、後期高
齢者医療保険料を
代理受領してい
ます。

コンピニエンスス
トアでは、現金で
の納付のみ取り扱
います。

あ問い合わせ先
沖縄喋那覇市役所
国民健康保険課
(098) 917 -04 10

以下の納付書はあ取扱いできま
せん。
．汚れなどによりパ ー コ ー ドの読み
取りができない納付書

・記霰されている金額ガ30万円を超
えている納付書

•使用期限を過ぎた納付書
•金額が訂正された納付鬱

金融機関
• 琉球銀行 ・沖縄海邦銀行
・沖縄銀行 ・コザ信用金囮
・沖縄県労働金庫（令和8年3月31日まで）
・沖縄県農業協同組合
•みずほ銀行 •鹿児島銀行
・沖縄県内のゆうちょ銀行・郵便局

※納付期限を過ぎると、この納付書では
納付できませんので、下記あ問合せ先
までご連絡ください。

※沖縄 県外の万については、納期限内
にみずほ銀行または右記のスマ ート
フォンアブ）やコンピニエンスストア
等にて納めてください。

あ問い合わせ先
沖縄県那覇市役所
国民健康保険課(098)917-0410

下記のスマ ー トフォンアプリでも納付できます。 （領収 は発行されません）
Pay Pay / au PAY / d払い ／ りゅうぎんア＇リ(Pay B) 

※納付後、収納確認に2週間程度時間を要します。納付後すぐに証明匹が必要な場合は、金懃機関
やコンピニエンスストア等で納付をし領収書をご持参ください。

コンピニエンスストア（全国の各店舗）
・ファミリ ーマ ート ·Dー ソン ·D ー ソンストア100 ・セプンーイレプン ・デイリ ーヤマザキ
・ヤマザキデイリー ストア ー ・ニコ ー ヤマザキデイリー ストア ・ミニストップ
・ヤマザキスペジャルバ ー トナ ー ショップ ・ポプラ • 生活彩家 ・くらしハウス
・スリ ー エイト ・セイ コ ー マ ー ト ・ハマナスクラプ ・タイエ ー ・ハセガワストア
·MMK設置店

あ問い合わせ先 沖縄県那覇市役所 国民健康保険課(098)917-0410
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那覇市役所 納税課 徴収対策グルー プ

も (0 9 8-) 8 6 1 - 6 9 0 2 
※納付場所については裏面をこ確認ください。
·:· ふj] > 一正1月するものてすのてブ切に保管してください。

納付の際には、あらかじめここから切り離して、窓口へお出しください
,. 0 I 2 31Pfs71 

b 1 gl91 沖縄県那覇市 五 沖縄県那覇市
［ 領収証書

沖縄県那覇市
刷寸書®

旦収納機関
番 号
一
使用期限

01780-0-961449 
， 円

翡定年度I賦閃年度I料目

•I 

82 20 
X 

1101010201017 

賦[l!ll'
會•一

0802 
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納

付

納付済通知書塗
l加入I者名 那覇市会計管理者 i金額

領 収 日 付 印
上記のとあり通知します。

! 弔

パ ー コ ー ドがないものや金額IT正したものはコンピニエンスストア等では納付できません。

ぼ区観けこ杞鱈団投即内'!<�ff ---- ---- -1� -心--今一～←. � ·-··"''"身l NJC: Iコ....,.,, /("'\/C, 古nn切ヽ

vl'
い

加入者名 那覇市会計管理者
口座番号 01780-0-961449 
lr-:t=:1囲I祖t」
料額 円

督促手致料 円

延滞金 円

合計 円
納

付

者

通知1番号
鯛定年度 1 賦閃年度 In 目1 簡 別

I 
領 収 日 付 印

上記のとあり納付します。

I "·- - ,. I仝論幽懸/Ill厩巨/N/Orl'伍りI\

一

加入者名 I 那覇市会計管理者
口座番号I 011so-o-961449 '... 

料 額

円

督手n
促』 円

Ii濁金1 円
合 計

円

納

付

者

,. 

関
UI定年虜 llltm年虜

匹 I期�'J

領 収 日 付 印
上記のとあり領収しました。

収入印紙不要 .: 

® 

I紬9寸去四、 I
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コンピニエンスス

トア等では那覇市

に代わり、 後期高

齢者医療保険料を

代理受領してい

ます。

コンビニエンスス

トアでは、 現金で

の納付のみ取り扱

います。

あ問い合わせ先

沖縄県那覇市役所

納税課徴収対策グル ー プ

(098) 861 -6902 

以下の納付書はあ取扱いできま
せん。

．汚れなどによりバ ー コ ー ドの読み

取りができない納付書

・記載されている金額が30万円を超

えている納付雹

•使用期限を過ぎた納付書

•金額が訂正された納付書

金融機関
•琉球銀行 ・沖縄海邦銀行
・沖縄銀行 ・コザ信用金庫
・沖縄県労働金庫
・沖縄県農業協同組合
・みずほ銀行 •鹿児邑銀行
・沖縄県内のゆうちょ銀行·郵便局

※ 納付期限を過ぎると、 この納付書では
納付できませんので、 下記あ問合せ先
までご運絡ください。

※沖縄県外の万については、 納期限内
にみずほ銀行まだは右記のス マ ート
フォンアプリやコンビニエンスストア
等にて納めてください。

あ問い合わせ先
沖縄県那覇市役所
納税課 徴収対策グル ー プ
(098)861 -6902 

下記のスマ ートフォンアプリでも納付できます。 （領収●は発行されません）
LINE Pay / Pay Pay / au PAY / d払い

※納付後、 収納確認こ2週間程度時間を要します。 納付後すぐに証明書が必要な場合は、 金懃機関
やコンビニエンスストア等で納付をし領収書をご持参ください。

コンビニエンスストア（全国の各店舗）
・ ファミリ ーマ ート ·D ー ソン ·Dー ソンストア100 ・セプン ーイレプン ・デイリ ーヤマザキ
・ ヤ マ ザキデイリ ー ス ト ア ー ・ニュ ー ヤマザキデイリ ー ス ト ア ・ ミニ ス トップ
・ ヤマザキスペジャルパ ー トナ ー ジョップ ・ ポプラ • 生活彩家 ・ くらしハウス
・ スリ ー エイト ・セイコ ー マ ー ト ・ハマナスクラプ ・ タイエ ー ・ハセガワストア
·MMK設置店

あ問い合わせ先 沖縄県那覇市役所 納税課 徴収対策グル ー プ(098)861-6902
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